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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律 050301　支え合いで輝く豊かな地域社会の形成

予算額

決定額 27,14227,142

前年額 28,26128,261
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特定中国残留邦人等生活支援給付金

１　事業の概要

　老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図

れない特定中国残留邦人等に対して、老齢基礎年金制度

による対応を補完するものとして、生活支援給付金を支

給する。

　なお、生活支援給付金は、中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に特

別の定めがある場合のほか、生活保護法の規定の例によ

ることとされている。

　明治４４年４月２日～昭和２１年１２月３１日の間に

生まれ、かつ昭和３６年４月１日以後に初めて永住帰国

した中国残留邦人等をいう。

（１）特定中国残留邦人等生活支援給付金　27,142千円

２　事業主体及び負担区分

右（２）事業計画のうち

ア（国3/4・県1/4）

イ 国3/4（県1/4）市0

ウ（県10/10）

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

人件費：本庁　9,500千円×0.1人＝950千円

　　　　地域　9,500千円×0.1人＝950千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　　　老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図れない特定中国残留邦人等に対して、老齢基礎年金
　　　制度による対応を補完するものとして、生活支援給付金を支給する。

（２）事業計画
　　　ア　町村の特定中国残留邦人等に対する生活支援給付金　　　　　　　　　　　　　（6世帯11人　23,568千円）
　　　イ　生活保護法第７３条の規定により居住地がないか又は明らかでない特定中国残留邦人等について、市が支弁し
　　　　た生活支援給付金の１／４を県が負担する。対象は３８市（さいたま市、川越市を除く。）で交付申請により概
　　　　算交付及び清算を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（2人　3,292千円）
　　　ウ　医療・介護支援給付審査支払費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  （282千円）

（３）事業効果
　　　特定中国残留邦人等の生活の安定が図られる。

(単位：千円)

※特定中国残留邦人等とは

分野施策


